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Ⅰ　

問
題
の
所
在

　

大
阪
市
社
会
部
（
一
九
二
〇
年
四
月
創
設
）
の
第
二
代
部
長
を
務
め
た
山
口
正
に
つ
い
て
、
さ
き
の
拙
稿
「
大
阪
市
社
会
部
と
山
口

正
―『
社
会
事
業
研
究
』
を
中
心
に
」（

（
（

（
以
下
、
前
稿
）
で
は
、
山
口
の
社
会
事
業
論
の
総
体
を
中
心
に
、
多
様
な
論
攷
や
市
会
で
の

答
弁
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
論
理
と
認
識
を
検
証
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
共
同
体
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
の
解
体

に
よ
っ
て
惹
起
す
る
階
級
分
化
（
単
純
に
は
資
本
家
と
労
働
者
へ
の
分
化
あ
る
い
は
生
産
活
動
に
お
け
る
労
働
の
疎
外
）
と
そ
れ
に
と

も
な
う
労
働
者
階
級
の
社
会
的
連
帯
（
労
働
運
動
に
代
表
さ
れ
る
階
級
闘
争
）
を
警
戒
す
る
あ
ま
り
（
そ
れ
は
労
働
運
動
や
社
会
主
義

的
な
動
き
を
警
戒
し
た
關
一
市
長
も
同
じ
で
、
そ
の
影
響
も
大
き
く
う
け
て
お
り
）（

（
（

、
差
別
を
再
生
産
し
て
き
た
共
同
体
の
再
生
を
自
身

の
社
会
政
策
論
の
最
重
要
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。

　

つ
ま
り
山
口
は
、
Ｆ
・
テ
ン
ニ
エ
ス
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
近
代
化
論
を
論
理
的
に
承
認
し
つ
つ
も
、
近
代
化
が
も
た
ら
す
階
級

的
諸
問
題
を
共
同
体
関
係
へ
と
遡
及
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
反
近
代
的
な
思
想
的
立
場
に
あ
っ
た
。「
シ
カ
ゴ
学
派
」（

（
（

の
影
響
を
う
け

て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
近
代
的
手
法
（
社
会
調
査
）
の
泰
斗
で
あ
っ
た
山
口
で
さ
え
も
、
近
代
化
に
よ
っ
て
惹
起
す
る
社
会
問
題
へ
の



二

対
応
を
、
共
同
体
的
紐
帯
の
回
復
に
よ
っ
て
実
行
す
る
方
法
を
模
索
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
点
を
前
提
と
し
て
前
稿
で
は
、
昭
和
恐
慌
期
に
お
け
る
山
口
の
社
会
事
業
論
の
検
討
を
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お
い
た
。

　

本
稿
は
前
稿
の
論
点
と
課
題
を
う
け
、
山
口
の
思
想
に
関
す
る
既
往
の
学
説
に
お
い
て
も
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
昭
和
恐

慌
期
の
失
業
問
題
を
め
ぐ
る
思
考
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
大
著
『
失
業
の
研
究
』
の
主
た
る
論
点
を

整
理
す
る
と
と
も
に
、
失
業
問
題
へ
の
山
口
の
論
理
総
体
を
再
検
証
す
る
た
め
に
、
当
該
期
の
失
業
状
況
、
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動

論
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
立
論
す
る
。
お
も
な
検
討
対
象
は
、
概
ね
一
九
三
五
年
ま
で
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
論
攷
や
記
録
さ
れ
た
答
弁

で
あ
る
が
、
三
六
年
三
月
発
足
の
広
田
弘
毅
内
閣
（
一
九
三
二
年
五
月
発
足
の
斎
藤
実
内
閣
以
降
も
承
継
さ
れ
る
「
挙
国
一
致
内
閣
」）

か
ら
総
力
戦
体
制
に
い
た
る
時
期
を
展
望
す
る
た
め
に
、
若
干
の
時
期
お
よ
び
論
点
の
拡
張
を
お
こ
な
い
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
の
論
点
を
析
出
す
る
た
め
の
山
口
の
思
想
に
関
す
る
研
究
史
整
理
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
で
お
こ
な
っ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

Ⅱ　

失
業
問
題
へ
の
視
座
―
『
失
業
の
研
究
』
の
論
理
と
認
識

1
　
一
般
的
問
題

　
『
社
会
事
業
研
究
』
に
継
ぐ
大
著
で
あ
る
『
失
業
の
研
究
』（

（
（

に
お
い
て
、
山
口
は
、
失
業
の
意
義
お
よ
び
範
囲
に
つ
い
て
、
資
本
主

義
・
社
会
主
義
な
ど
い
ず
れ
の
社
会
構
成
体
に
お
い
て
も
失
業
は
存
在
す
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
失
業
は
「
労
働
の
能
力
」「
労
働
の

意
思
」「
労
働
の
機
会
」
な
ど
の
要
素
が
欠
如
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
失
業
の
本
質
は
あ
く
ま
で
も
社
会
的
な
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問
題
で
あ
り
、
産
業
組
織
、
労
働
市
場
、
政
治
経
済
の
諸
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
決
し
て
個
人
的
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
失
業
の
原
因
に
つ
い
て
、
主
要
な
学
説
（
林
癸
未
夫
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヴ
ィ
バ
レ
ッ
ジ
な
ど
）
を
検
討
し
た
結
果
、

「
構
造
的
失
業
」
論
に
よ
る
失
業
の
分
類
が
最
も
妥
当
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
①
主
観
的
失
業
（「
肉
体
的
・
精
神
的
・
道
徳
的
な
無
能

力
」
お
よ
び
「
一
般
的
・
労
働
条
件
的
な
忌
避
」）
と
、
②
客
観
的
失
業
（「
労
働
市
場
の
不
完
全
な
統
制
」
お
よ
び
「
相
対
的
・
絶
対

的
な
労
働
市
場
不
足
」）
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く（

（
（

。

　
「
社
会
的
な
問
題
」
と
し
て
失
業
を
捕
捉
す
る
山
口
に
と
っ
て
、
失
業
統
計
の
調
査
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
主
要
な
調
査
方
法
と
し

て
、
①
国
家
な
ど
が
セ
ン
サ
ス
（
悉
皆
調
査
）
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
直
接
的
方
法
に
よ
る
静
態
統
計
と
、
②
間
接
的
方
法
に
よ
る
動
態

統
計
と
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
①
は
、
国
勢
調
査
や
職
業
調
査
に
付
帯
し
た
も
の
で
、
一
時
的
・
補
正
必
要
と
い
う
点
で
難
あ
る

と
す
る
。
②
は
、
強
制
失
業
保
険
統
計
、
任
意
失
業
保
険
統
計
、
労
働
組
合
統
計
、
職
業
紹
介
所
統
計
な
ど
で
具
体
性
は
あ
る
が
、
被

調
者
の
範
囲
、
失
業
の
定
義
、
労
働
意
思
の
有
無
、
季
節
・
日
傭
労
働
者
の
調
査
方
法
、
女
子
の
調
査
、
自
宅
工
業
、
農
業
労
働
の
調

査
、
調
査
の
技
術
の
諸
点
で
難
が
あ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
失
業
統
計
調
査
を
国
勢
調
査
に
付
帯
し
て
お
こ
な
う
必

要
性
が
あ
り
、
内
務
省
社
会
局
が
早
期
に
、
失
業
者
推
定
方
法
を
確
立
し
現
行
の
調
査
を
改
善
す
べ
き
だ
と
提
唱
す
る
。

　

山
口
が
調
査
を
急
ぐ
の
は
、
表
1
に
み
る
よ
う
な
、
当
該
期
の
失
業
者
の
増
加
で
あ
り
、
表
2
に
み
る
よ
う
に
大
阪
市
に
お
い
て
も

そ
れ
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る（

（
（

。
当
該
期
、
と
り
わ
け
日
傭
労
働
者
（
本
稿
で
は
資
料
用
語
と
し
て
「
傭
」
を
用
い
る
）
の

失
業
率
は
他
に
比
べ
て
高
く
（
表
1
）、
ま
た
、
被
解
雇
者
数
も
東
成
区
、
港
区
、
西
成
区
と
い
っ
た
、
日
傭
労
働
者
（
港
湾
・
土
木
な

ど
）
あ
る
い
は
朝
鮮
人
労
働
者
の
多
く
居
住
す
る
地
区
で
高
く
な
っ
て
い
る
（
表
2
）。
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【表 1】1929～35年の失業者数� 単位：人（％）

1929.12.1 1931.9.1 1933.12.1 1935.12.1
調査人口総数 6,941,937 7,077,778 7,410,124 7,778,000
失業者総数 315,269 425,526 378,921 351,469
（率） （4.54） （6.01） （5.11） （4.52）

俸給生活者数 1,643,873 1,656,292 1,720,993 1,787,012
失業者数 63,419 74,091 69,003 68,176
（率） （3.86） （4.47） （4.01） （3.82）

一般労働者数 3,725,365 3,761,974 3,899,375 4,174,890
失業者数 131,100 187,067 126,567 113,605
（率） （3.52） （4.97） （3.25） （2.72）

日傭労働者数 1,574,699 1,657,511 1,789,756 1,816,098
失業者数 120,759 164,368 183,351 169,688
（率） （7.67） （9.92） （10.24） （9.34）

典拠）大原社会問題研究所『日本労働年鑑』（各年次版）
　　　金澤誠一「日傭・自由労働者・職人の労働と生活」をもとに作成

【表 2】大阪市内各区の職種別解雇人数（1933年）�� 単位：人（％）

西成 港 東淀川 住吉 東成 北 その他 総計

登録労働者   919   892 554   762 1,431 354 1,196 6,108
（15.0）（14.6）（9.1）（12.4）（23.4）（6.0）（19.5）（100）

知識階級    35    88  53    61    94  58   161   550
被解雇者 （6.4）（16.0）（9.6）（11.1）（17.1）（10.5）（29.3）（100）
工場労働   283   509 164   195   235 264   740 2,390
被解雇者 （11.7）（21.2）（6.9） （8.1） （9.7）（11.4）（31.0）（100）
交通労働    22   138  48    65    42  42   163   520
被解雇者 （4.4）（26.5）（9.2）（12.5）（8.2） （8.2）（31.0）（100）
典拠）�大阪市社会部調査課『失業者生活状態の調査報告（社会部報告No.169）』1933をもとに作成
備考）① �いずれも日本人および朝鮮人の合計数値（「知識階級」のみ「既登録」「登録希望」

の合計値）
　　　② �失業者の多い上位 6区（順不同）を抽出し、その他の区は一括りにした（「交通労

働」は「交通」「通信」の合計値）。
　　　③ �本調査は、予備調査（1932年10月10～21日）をふまえて、第 1次（10月22日～12月

3 日）・第 2次（12月 6 ～27日）の 2回実施。上記表は、第 1次分のみ集計。
　　　④ �すでに20年代には、大阪市社会部調査課『失業してから』1923（ただし印刷に付さ

れず、通巻で換算すると「労働調査報告No.23」）および同『日傭労働者問題（社会
部報告No.26）』1924、大阪府社会課『失業調査』1924が刊行されている。
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昭
和
恐
慌
期
の
失
業
問
題
と
山
口
正
―『
失
業
の
研
究
』
を
中
心
に

2
　
形
態
・
構
成
・
対
策

　

山
口
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
失
業
の
類
型
に
は
、
①
全
部
失
業
（
完
全
失
業
状
態
）、
②
一
部
失
業
（
休
業
保
障
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
一
部
休
業
状
態
）、
③
構
成
的
失
業
（
景
気
変
動
に
関
わ
ら
な
い
慢
性
的
失
業
状
態
、
つ
ま
り
「
産
業
予
備
軍
」）、
④
見
え
ざ
る
失
業

（
統
計
上
は
顕
現
化
し
な
い
実
質
的
失
業
状
態
）、
⑤
そ
の
他
に
三
つ
の
型
、
す
な
わ
ち
合
理
的
失
業
（
機
械
化
・
集
約
化
に
よ
っ
て
発

生
す
る
失
業
状
態
）、
混
沌
失
業
（
生
産
と
消
費
の
均
衡
状
態
破
壊
で
発
生
す
る
失
業
状
態
）、
景
気
的
失
業
（
不
景
気
や
恐
慌
に
よ
っ

て
発
生
す
る
失
業
状
態
）、
の
五
類
型
が
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
③
の
構
成
的
失
業
に
つ
い
て
は
、
機
械
化
が
及
ぼ
す
労
働
力
市
場
へ
の
影
響
が
非
常
に
大
き
く
、「
労
働
の
交
替
」
が
生

起
す
る
こ
と
が
要
因
で
あ
る
と
い
う
（
引
用
箇
所
末
の
頁
数
は
同
書
の
当
該
箇
所
に
あ
た
る
）。

　

機
械
の
採
用
に
よ
る
資
本
の
有
機
的
組
成
の
高
度
化
と
飛
躍
的
な
継
続
的
な
資
本
の
蓄
積
及
び
生
産
物
量
の
増
大
の
不
可
能
化

ま
た
は
困
難
化
と
の
両
事
実
の
交
錯
が
、
現
在
の
固
定
的
失
業
の
根
本
的
原
因
…
…
労
働
の
機
械
化
は
そ
の
過
程
自
身
に
つ
い
て

い
へ
ば
失
業
を
生
む
べ
き
傾
向
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
る
失
業
は
所
謂
交
替
的
失
業
〔「
熟
練
職
工
」
か
ら
「
特
殊
な
機
械

装
置
を
正
確
に
装
備
調
整
し
、
技
術
の
進
歩
に
順
応
し
て
頭
を
動
か
し
得
る
高
級
の
小
数
の
職
工
」
へ
の
交
替
―
引
用
者
註
〕
で

あ
る
点
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
数
の
減
少
と
同
時
に
質
の
交
替
を
伴
ふ
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
こ
れ
実
に
労
働
の

機
械
化
に
よ
る
失
業
が
、
他
の
原
因
に
よ
る
失
業
に
対
し
て
有
す
る
特
色
で
あ
る
。（
八
三
頁
）

　

さ
ら
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
「
熟
練
の
排
除
」
が
進
行
す
る
点
に
も
要
因
が
あ
る
と
い
う
。

　

熟
練
労
働
者
が
単
に
失
業
す
る
の
で
な
く
自
己
の
取
得
し
た
技
能
を
以
て
再
び
就
職
す
る
機
会
を
著
し
く
制
限
さ
れ
、
又
は
時

間
的
に
且
つ
空
間
的
に
断
絶
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
失
業
中
最
も
重
要
性
を
有
す
る
事
象
で
あ
る
。
…
…
機
械
化
は
究
極
的
に

於
て
は
恐
ら
く
失
業
を
生
ぜ
し
め
な
い
。
否
却
つ
て
反
対
の
現
象
を
さ
へ
惹
起
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
が
、
併
し
そ
れ
が
少
量
な
が
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ら
も
決
し
て
絶
ゆ
る
こ
と
の
な
い
若
干
量
の
失
業
も
惹
起
せ
し
め
る
重
要
な
る
原
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
大
体
に
於
て
疑
ひ

の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
八
九
頁
）

　

も
と
よ
り
こ
う
し
た
主
要
な
二
つ
の
要
因
は
、「
補
償
説
」（
技
術
の
進
歩
＝
機
械
化
は
、
一
方
で
、
原
料
需
要
の
増
大
や
消
費
の
増

大
に
よ
っ
て
、
新
た
な
労
働
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
で
労
働
力
市
場
に
補
償
的
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
う
学
説
）
も
存
在
す
る
が
、
こ
の

学
説
と
て
も
構
成
的
失
業
の
存
在
は
原
理
的
に
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
い
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
構
成
的
失
業
へ
の
対
策
と
し
て

は
「
職
業
転
換
の
た
め
の
再
教
育
と
産
業
の
進
化
に
適
応
す
る
新
労
働
教
育
と
職
業
紹
介
機
関
の
完
備
」（
一
〇
一
頁
）
が
急
務
で
あ
る

と
結
論
付
け
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
山
口
に
と
っ
て
、
具
体
的
な
失
業
対
策
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
失
業
の
結
果
と
し
て
生
起
す
る
個
人
の
生
活
・

家
族
へ
の
影
響
、
す
な
わ
ち
、
経
済
面
で
の
生
活
苦
・
貧
窮
化
な
ど
、
精
神
面
で
の
憂
鬱
・
自
信
喪
失
・
焦
燥
・
苛
立
ち
な
ど
を
早
期

に
解
消
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
し
て
そ
れ
が
国
家
や
社
会
の
経
済
的
側
面
、
た
と
え
ば
恐
慌
の
再
生
産
や
、
精
神
的
側

面
、
た
と
え
ば
結
核
・
労
働
忌
避
・
放
浪
・
犯
罪
な
ど
へ
と
転
換
す
る
事
態
は
ど
う
し
て
も
防
御
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
対
策
要
綱
と
し
て
、
①
恒
久
的
失
業
対
策
な
も
の
と
し
て
、
国
家
・
公
共
団
体
・
公
益
団
体
・
私
人
が
実
施
す
る
国
営

の
強
制
保
険
、
共
済
組
合
・
労
働
組
合
の
失
業
給
付
金
へ
の
補
助
、
解
雇
手
当
制
度
、
相
互
共
済
制
度
、
感
化
教
育
の
た
め
の
手
芸
場
、

食
糧
補
給
施
設
、
救
貧
法
に
よ
る
救
恤
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
労
働
者
間
の
互
助
機
能
と
し
て
、
任
意
の
失
業
保
険
、
共

済
組
合
や
労
働
組
合
の
失
業
給
付
金
な
ど
も
存
在
す
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
対
策
が
長
期
的
な
展
望
で
あ
る
な
ら
ば
、
さ
し
あ
た
り
、

②
応
急
的
失
業
対
策
と
し
て
、
官
公
営
事
業
の
調
節
、
失
業
応
急
事
業
（
土
木
・
水
道
関
連
）、
職
業
輔
導
授
職
・
授
産
施
設
、
労
働

者
使
傭
労
働
法
な
ど
が
有
効
で
あ
る
と
説
く
。

　

山
口
の
こ
う
し
た
具
体
的
対
策
案
は
、
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
に
お
い
て
も
導
入
さ
れ
た
要
素
が
多
い
が（

（
（

、
市
政
と
し
て
は
、「
無



七

昭
和
恐
慌
期
の
失
業
問
題
と
山
口
正
―『
失
業
の
研
究
』
を
中
心
に

宿
者
」「
窮
民
」
の
保
護
と
し
て
、
具
体
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
。

Ⅲ　
「
無
宿
者
」「
窮
民
」
へ
の
事
業
―
大
阪
市
会
で
の
答
弁

　

大
阪
市
社
会
部
が
、
昭
和
恐
慌
に
際
し
て
ま
と
め
た
報
告
書
は
図
の
通
り
で
あ
る

が
、
部
長
で
あ
る
山
口
も
ま
た
、
大
阪
市
会
で
再
三
に
わ
た
っ
て
、
失
業
と
困
窮
の

問
題
に
つ
い
て
の
答
弁
に
あ
た
っ
て
い
る
。

　

一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
二
月
一
二
日
の
本
会
議
で
、「
無
宿
者
保
護
施
設
ノ
件
」

（
原
案
通
り
可
決
）
を
め
ぐ
る
山
口
常
治
郎
議
員
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る（

（
（

。

　

市
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
国
ノ
政
策
ニ
従
ヒ
マ
シ
テ
十
二
分
ニ
失
業
者
ノ
保
護
ニ

努
メ
タ
イ
、
斯
様
ニ
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
然
ラ
バ
大
阪
市
而
己
ガ
ヤ

ル
仕
事
ガ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
モ
考
ヘ
及
ブ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
今
日
ノ
如

ク
全
般
的
ノ
失
業
救
済
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
云
フ
ト
、
大
阪
市
而
己
ヲ
以
テ
格
別
ノ

失
業
対
策
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト
モ
甚
ダ
困
難
ナ
ル
コ
ト
カ
ト
信
ズ
ル
次
第
デ
ア
リ
マ

ス
、
併
ナ
ガ
ラ
極
メ
テ
深
刻
ナ
ル
現
状
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
忽
諸
ニ
附
ス
可
サ
ル
モ

ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
私
共
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
能
ク
時
代
ノ
進
展
ヲ
観
察
シ
今
後

共
失
業
者
ノ
保
護
ニ
善
処
致
シ
タ
イ
ト
信
ズ
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス

　
「
失
業
者
ノ
保
護
」
に
善
処
す
る
の
は
当
然
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

図 昭和恐慌期の失業に関する社会部報告（1931～33年）

1931年� 『大阪の新聞売子（№126）』
� 『常時失業者とその率（№145）』
1932年� 『失業者の推定について（№154）』
� 『大阪市の失業保護施設（№155）』
� 『登録日傭労働者の就労状況調査（№161）』
� 『失業と成人教育（№162）』
1933年� 『失業の原因とその対策（№164）』
� 『失業者生活状態の調査報告（№169）』
� 『大阪市失業者生活状態調査（№170）』



八

　

ま
た
、
同
年
一
二
月
一
一
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、「
窮
民
救
助
規
程
及
棄
児
養
育
補
助
規
程
廃
止
ノ
件
」（
原
案
通
り
可
決
）
を
め

ぐ
る
沼
田
嘉
一
郎
議
員
（
内
容
：
救
護
法
下
で
も
さ
ら
な
る
窮
民
救
助
に
予
算
を
投
じ
る
の
か
否
か
を
市
長
に
質
問
）
へ
の
答
弁
で
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

。

　

救
護
法
ノ
施
行
ニ
依
リ
マ
シ
テ
新
ニ
救
護
致
ス
コ
ト
ニ
致
シ
マ
ス
、
従
来
窮
民
救
助
規
程
ニ
依
リ
マ
シ
テ
負
担
致
シ
テ
居
リ
マ

シ
タ
地
方
ノ
負
担
ト
今
回
救
護
法
ニ
依
リ
マ
シ
テ
市
ガ
負
担
ス
ベ
キ
金
額
ノ
間
ニ
多
少
ノ
差
額
ガ
生
ズ
ル
、
即
チ
市
ノ
分
担
額
ガ

計
算
ア
ル
場
合
ハ
大
抵
推（

査
定
カ
（定サ

レ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　

救
護
法（

（1
（

の
施
行
に
あ
た
っ
て
、
差
額
と
し
て
市
の
分
担
金
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
支
出
す
る
姿
勢
で
い
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
七
月
五
日
の
本
会
議
で
、「
無
料
宿
泊
所
建
設
ノ
件
」（
原
案
通
り
可
決
）
を
め
ぐ
る
次
田
虎
雄

議
員
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る（

（（
（

。

　

従
来
ノ
東
田
町
ニ
ア
リ
マ
ス
今
宮
保
護
所
ハ
公
園
ニ
居
リ
マ
ス
浮
浪
ノ
人
達
ガ
善
良
ナ
ル
市
民
諸
君
ガ
公
園
ニ
休
養
ニ
参
リ
マ

ス
ニ
致
シ
マ
シ
テ
モ
、
其
辺
ニ
話
合
ツ
テ
居
ツ
タ
リ
寝
ソ
ベ
ツ
テ
居
ツ
テ
十
分
ニ
公
園
ト
云
フ
モ
ノ
ヲ
利
用
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ナ

イ
、
斯
ウ
シ
タ
人
達
ヲ
今
宮
保
護
所
ニ
収
容
ス
ル
コ
ト
ガ
設
立
ノ
趣
意
デ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
従
ツ
テ
通
常
世
間
デ
申
ス
ル

ン
ペ
ン
デ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
併
乍
ラ
今
回
ハ
サ
ウ
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
即
チ
身
体
ガ
弱
イ
或
ハ
年
取
ツ
タ
浮
浪
ノ
者

モ
ア
リ
マ
ス
シ
、
又
習
慣
的
ニ
浮
浪
ニ
ナ
ツ
タ
モ
ノ
モ
ア
リ
マ
ス
、
又
営
業
ト
カ
自
分
ノ
職
業
ノ
一
時
ノ
蹉
跌
ノ
為
ニ
一
時
的
ノ

労
働
者
ニ
ナ
ツ
タ
者
モ
ア
リ
マ
ス
、
又
相
当
ノ
能
力
ト
意
思
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
シ
テ
モ
就
業
ノ
機
会
ナ
イ
者
モ
ア
ル
、
詰
リ
相
当

ノ
能
力
ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
シ
テ
モ
仕
事
ノ
機
会
ノ
ナ
イ
所
ノ
ホ
ン
ト
ノ
意
味
ノ
失
業
者
及
事
業
ト
カ
職
業
ノ
蹉
跌
解
雇
等
ニ
依
リ

マ
シ
テ
仕
事
シ
タ
イ
ケ
レ
ド
モ
、
一
時
適
当
ナ
ル
場
所
ガ
ナ
イ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ニ
対
シ
マ
シ
テ
収
容
ス
ル
ノ
ガ
無
料
宿
泊
所

ニ
シ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
、
ダ
カ
ラ
シ
テ
従
来
東
田
町
ニ
ア
リ
マ
ス
ヤ
ウ
ナ
ル
ン
ペ
ン
収
容
所
デ
ハ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
…
…



九

昭
和
恐
慌
期
の
失
業
問
題
と
山
口
正
―『
失
業
の
研
究
』
を
中
心
に

従
ツ
テ
収
容
ノ
方
法
ニ
対
シ
マ
シ
テ
モ
今
度
ノ
分
ハ
十
分
ニ
其
ノ
資
格
ヲ
審
査
致
シ
マ
シ
テ
ル
ン
ペ
ン
デ
ア
ル
ト
カ
或
ハ
浮
浪
デ

ア
ル
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
者
、
或
ハ
身
体
精
神
ニ
異
常
ノ
ア
ル
保
護
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
収
容
シ
ナ
イ
積
デ
ア
ル
、
此
人
間
ハ
実
ニ
気
ノ

毒
ナ
失
業
労
働
者
デ
ア
ル
、
之
ニ
一
定
ノ
職
業
ヲ
与
ヘ
或
ハ
職
業
教
育
ヲ
施
ス
モ
ノ

　

又
ハ
宿
泊
セ
シ
ム
レ
バ
容
易
ニ
仕
事
シ
得
ル
モ
ノ
デ
ア
ル
、
又
非
常
ニ
教
化
ガ
早
イ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
フ
心
ノ
モ
ノ
ヲ
入
レ
タ

イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

　

あ
く
ま
で
も
「
社
会
的
な
問
題
」
と
し
て
の
失
業
者
は
職
業
を
新
た
に
探
す
か
、「
職
業
教
育
」
に
よ
っ
て
救
助
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
今
宮
保
護
所
の
存
在
が
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
な
っ
て
住
民
問
題
と
な
っ
た
際
に
も
「
之
ヲ
直
チ
ニ
撤
廃
ス
ベ
キ

カ
否
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
若
干
考
慮
ノ
余
地
ガ
ア
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
」（

（1
（

と
あ
く
ま
で
も
そ
の
存
在
意
義
を
堅
持
し
て
い
る
。

Ⅳ　

農
村
社
会
事
業
論
へ
の
適
用
―
厚
生
事
業
論
へ
の
布
石

　

都
市
大
阪
に
お
け
る
山
口
の
失
業
問
題
認
識
と
そ
れ
に
即
し
て
展
開
さ
れ
る
社
会
事
業
論
は
、
農
村
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
て
い
く
。

　

そ
れ
は
主
と
し
て
、
農
村
の
家
内
制
工
業
へ
の
関
心
か
ら
始
ま
っ
た
。「
現
代
家
内
工
業
労
働
の
社
会
的
考
察
」（

（1
（

で
は
、
家
内
労
働
へ

の
国
家
公
共
団
体
お
よ
び
社
会
の
無
関
心
が
ひ
ろ
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
そ
の
工
場
数
は
四
万
一
、〇
〇
〇
あ
ま
り
で
、
労
働

者
が
約
一
五
万
人
い
る
と
推
計
し
、
そ
う
し
た
労
働
形
態
が
増
加
し
て
い
る
理
由
は
、
大
工
場
の
手
工
業
者
（
親
方
経
営
）
へ
の
業
務

委
託
化
が
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
仕
組
み
は
永
久
的
な
性
質
へ
と
転
換
し
て
い
く
、
と
み
る
。
さ
ら
に
家
内
労
働
の
特
徴

と
し
て
、
問
屋
型
商
業
資
本
に
よ
る
統
制
や
親
方

－

下
職
の
分
散
的
経
営
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。



一
〇

　

家
内
労
働
の
う
ち
、
①
都
市
的
性
格
を
も
つ
内
職
（
請
負
・
委
託
等
下
請
制
・
工
賃
制
）
に
対
し
て
は
、
欠
陥
の
矯
正
、
弊
害
の
防

止
・
救
済
な
ど
消
極
的
保
護
監
督
が
必
要
な
一
方
、
②
農
山
漁
村
的
性
格
を
も
つ
副
業
（
自
己
の
損
益
計
算
に
よ
る
生
産
）
に
は
、
危

険
の
予
防
や
福
祉
の
増
進
な
ど
積
極
的
な
将
来
政
策
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
そ
も
そ
も
家
内
労
働
に
従
事
す
る
人
々
の
う
ち
、
世
帯

主
の
本
業
の
多
く
は
、
工
場
労
働
者
、
日
傭
労
働
者
、
無
業
者
で
あ
り
、
給
料
生
活
者
、
交
通
労
働
者
、
商
業
労
務
者
、
自
由
業
者
、

小
商
売
人
、
農
民
な
ど
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
そ
う
し
た
世
帯
主
の
本
業
の
収
入
が
減
少
し
た
り
、
大
量
に
失
業
者
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
農

業
が
疲
弊
し
困
難
な
状
況
に
陥
る
こ
と
で
、
補
助
的
収
入
が
必
要
と
な
り
、
労
働
可
能
人
口
の
増
加
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
す
る
。

　

本
来
的
に
低
位
で
劣
悪
な
家
内
労
働
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
多
額
の
資
本
投
資
の
不
必
要
性
、
②
労
働
者
、
労
働
時
間
の
調

整
の
自
由
度
、
③
格
別
の
訓
練
を
必
要
と
し
な
い
多
く
の
求
職
者
、
④
労
働
保
護
の
制
限
・
負
担
の
不
必
要
性
、
⑤
経
営
管
理
の
経
費

の
不
必
要
性
な
ど
が
存
在
す
る
ゆ
え
で
あ
り
、
家
内
労
働
法
（
内
職
保
護
法
）
と
労
働
裁
判
所
法
の
制
定
が
急
務
で
あ
る
と
す
る
。

　

山
口
は
「
社
会
事
業
の
農
村
的
振
興
」（

（1
（

に
お
い
て
、
農
村
社
会
の
特
質
と
し
て
、
孤
立
性
、
非
神
経
質
性
、
保
守
性
、
志
向
の
等
質

性
、
独
立
の
自
尊
性
、
諦
め
の
念
、
郷
土
愛
、
勤
勉
節
約
の
良
習
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
精
神
、
家
族
的
精
神
、
風
習
の
尊
重
、
協

同
的
精
神
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
農
村
に
お
け
る
社
会
事
業
の
あ
り
方
と
し
て
、
①
全
般
的
な
生
活
改
善
を
主
と
す
る
積
極
的

防
貧
施
設
、
②
社
会
施
設
の
形
式
的
整
備
よ
り
は
実
質
的
充
実
、
③
歴
史
的
事
実
と
現
実
的
必
要
を
考
慮
し
た
有
効
か
つ
適
切
な
施
設
、

の
三
つ
を
あ
げ
、
救
護
施
設
（
方
面
委
員
な
ど
）、
失
業
保
護
、
経
済
保
護
、
医
療
保
護
、
児
童
保
護
、
社
会
教
化
の
重
点
化
を
提
唱
し

て
い
る
。「
社
会
事
業
の
農
村
的
振
興
は
、
一
に
懸
つ
て
農
村
人
の
自
己
生
活
の
理
解
と
省
察
、
こ
と
に
対
す
る
解
決
の
努
力
と
熱
意
に

あ
る
…
…
故
に
農
村
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
生
活
を
よ
く
理
解
し
反
省
し
て
自
己
の
為
め
に
自
己
更（

マ
マ
（正

の
必
要
を
認
識
し
そ
れ
に
向
つ

て
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
…
…
そ
れ
に
は
先
づ
彼
等
有
力
者
や
指
導
者
を
啓
発
指
導
す
る
こ
と
が
最
も
喫
緊
事
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の

で
あ
る
。



一
一

昭
和
恐
慌
期
の
失
業
問
題
と
山
口
正
―『
失
業
の
研
究
』
を
中
心
に

　

農
村
か
ら
自
立
し
た
都
市
社
会
事
業
の
実
践
の
た
め
に
も
、
農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
と
連
動
し
て
、
農
村
に
お
け
る
諸
矛
盾
を
是

正
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
頃
か
ら
山
口
は
、
社
会
事
業
に
関
し
て
新
た
な
理
念
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
理
念
と
し
て
の
社
会
事
業
」（

（1
（

で
は
、
そ
の
理
念
を
「
概
念
を
止
揚
し
て
新
た
に
創
造
さ
れ
る
現
実
的
・
歴
史
的
・
個
性
的
（
特
殊

的
）
な
認
識
」
だ
と
し
て
「
社
会
事
業
の
理
念
と
は
社
会
事
業
に
つ
い
て
特
殊
性
の
中
に
普
遍
性
を
持
つ
体
系
的
認
識
で
あ
る
。
こ
の

故
に
社
会
事
業
理
念
を
把
握
す
る
上
に
於
て
は
、
そ
こ
に
特
に
現
代
的
な
も
の
と
か
、
特
に
日
本
的
な
も
の
と
か
を
見
出
す
こ
と
が
出

来
る
」
と
論
じ
る
。
ま
た
、「
社
会
事
業
の
転
回
」（

（1
（

と
題
す
る
論
文
の
中
で
、
全
体
主
義
思
想
の
勃
興
に
よ
る
、
社
会
事
業
に
お
け
る
都

市
偏
重
観
お
よ
び
跛
行
・
偏
局
は
是
正
す
べ
き
だ
と
強
調
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
隣
保
扶
助
主
義
、
公
的
救
助
義
務
主
義
は
公
的
救
済

の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
「
社
会
連
帯
主
義
の
社
会
事
業
は
全
体
性
を
高（

マ
マ
（調

し
全
体
的
社
会
連
帯
主
義
的
に
転
向
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
こ
ゝ
に
そ
の
理
論
的
正
常
性
を
つ
け
加
へ
て
一
層
完
成
し
て
来
た
の
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。

　

こ
の
論
理
は
、
都
市
に
お
い
て
可
能
な
社
会
事
業
実
践
を
恐
慌
期
の
農
村
に
お
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
お
り
、

ま
さ
に
「
社
会
事
業
の
農
村
的
転
回
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅴ　

小
括

　

前
稿
に
引
き
続
き
、
本
稿
で
検
討
し
た
点
を
以
下
に
纏
め
て
お
き
た
い
。

　

山
口
は
、
隣
保
扶
助
の
オ
ル
タ
ナ
チ
テ
ィ
ヴ
（
代
替
装
置
）
と
し
て
社
会
事
業
を
合
理
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
労
働
力
の
保

全
を
基
幹
と
し
た
生
活
資
源
の
再
生
産
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
、
失
業
状
態
に
あ
る
「
無



一
二

宿
者
」
や
「
窮
民
」
の
保
護
を
最
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ
。
そ
れ
は
、
自
ら
「
社
会
改
良
主
義
」
を
掲
げ
て
、
階
級
対
立
（
資

本
家
と
労
働
者
と
の
資
本
主
義
機
構
に
お
け
る
対
立
）
を
社
会
政
策
の
実
効
性
に
よ
っ
て
緩
和
す
べ
き
だ
と
思
考
し
て
い
た
關
一
市
長

と
も
共
鳴
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
そ
の
根
底
に
は
、
共
同
態
（
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
）
の
回
復
と
隣
保
扶
助
と
い
う
思
想
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、

そ
れ
は
、
一
九
三
〇
年
代
を
経
過
し
て
総
力
戦
体
制
期
ま
で
貫
通
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
前
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
戦
時
期
厚
生
事
業
へ
の
思
想
的
転
回
（
全
体
主
義
的
社
会
連
帯
論
な
ど
）
の
予
兆
が

既
に
一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
代
初
頭
に
伏
流
し
て
お
り
、
厚
生
事
業
論
が
唐
突
に
思
想
転
向
と
し
て
表
明
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
簡
単
な
纏
め
も
っ
て
本
稿
を
閉
じ
る
が
、
総
力
戦
体
制
期
に
お
け
る
山
口
の
厚
生
事
業
論
の
思
想
的
検
討
が
次
の
課
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

註（1
）�『
関
西
大
学
人
権
問
題
研
究
室
紀
要
』
第
八
三
号
、
二
〇
二
二
年
三
月

（
2
）�

關
一
の
政
治
思
想
と
都
市
政
策
に
つ
い
て
は
、
芝
村
篤
樹
『
関
一
―
都
市
思
想
の
パ
イ
オ
ニ
ア
』
松
籟
社
、
一
九
八
九
年
、
同
『
日
本
近
代
都
市

の
成
立
―
一
九
二
〇
・
三
〇
年
代
の
大
阪
』
松
籟
社
、
一
九
九
八
年
、
同
『
都
市
の
近
代
・
大
阪
の
20
世
紀
』
松
籟
社
、
一
九
九
九
年
を
参
照
。

（
3
）�

周
知
の
よ
う
に
、
社
会
学
者
の
ア
ー
ネ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、「
シ
カ
ゴ
モ
デ
ル
」
を
提
唱
し
、
都
市
に
お
け
る
五
重
の
同
心
円
構
造
と
し
て
、
①

ル
ー
プ
（
中
心
業
務
地
区
）、
②
推
移
地
帯
（
安
価
で
劣
悪
な
住
宅
地
）、
③
労
働
者
居
住
地
帯
、
④
住
宅
地
帯
、
⑤
通
勤
者
地
帯
で
把
握
し
、
社

会
調
査
を
そ
の
論
理
形
成
の
基
盤
と
し
て
い
た
。
な
お
、「
シ
カ
ゴ
学
派
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
松
本
康
『「
シ
カ
ゴ
学
派
」
の
社
会
学
―
都
市

研
究
と
社
会
理
論
』
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
を
参
照
。

（
4
）�

丸
善
、
一
九
三
五
年



一
三

昭
和
恐
慌
期
の
失
業
問
題
と
山
口
正
―『
失
業
の
研
究
』
を
中
心
に

（
5
）�

た
だ
し
、
山
口
は
、
主
要
な
人
口
論
の
学
説
（
寺
尾
琢
磨
、
上
田
貞
次
郎
、
小
田
橋
貞
壽
、
北
岡
壽
逸
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ル

サ
ス
ら
）
の
検
討
を
経
た
結
論
と
し
て
、
失
業
と
人
口
と
の
間
に
は
必
然
的
か
つ
根
本
的
な
関
係
は
な
い
も
の
の
、
人
口
の
顕
著
な
増
加
は
相
当
程

度
に
失
業
へ
影
響
を
与
え
、
人
口
増
加
と
失
業
と
の
関
係
は
日
本
で
は
と
く
に
重
要
性
を
も
つ
と
結
論
付
け
て
い
る
。

（
6
）�
す
で
に
大
阪
で
は
、
日
本
で
最
初
の
私
立
に
よ
る
貧
困
者
の
救
済
施
設
・
大
阪
自
彊
館
が
存
在
し
て
い
た
。
日
傭
労
働
者
街
・
釜
ヶ
崎
へ
通
じ
る
紀

州
街
道
沿
い
に
一
九
一
二
（
明
治
四
五
）
年
六
月
に
開
設
さ
れ
た
自
彊
館
は
、
共
同
宿
泊
事
業
を
は
じ
め
、
築
港
分
館
の
開
設
（
一
三
年
）、
授
産

事
業
の
開
始
（
一
四
年
）、
白
米
や
醤
油
な
ど
生
活
必
需
品
の
実
費
廉
売
場
・
分
配
所
の
開
設
（
一
七
～
一
八
年
に
か
け
て
、
市
内
八
ヶ
所
）
な
ど

事
業
を
拡
張
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
米
騒
動
の
発
生
し
た
一
八
（
大
正
七
）
年
に
は
第
一
簡
易
食
堂
を
開
設
し
、
そ
し
て
昭
和
恐
慌
以
降
の
一
九
三

三
（
昭
和
八
）
年
に
は
失
業
者
救
済
授
産
事
業
を
お
こ
な
っ
た
（
吉
村
敏
男
編
・
刊
『
大
阪
自
彊
館
の
十
七
年
』
一
九
二
八
年
）。

（
7
）�

農
山
漁
村
経
済
更
生
運
動
の
も
と
で
展
開
さ
れ
た
諸
事
業
に
つ
い
て
は
、
部
落
問
題
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
た
拙
稿
「
部
落
経
済
更
生
運
動
期
の
山

本
正
男
―
協
同
組
合
主
義
を
中
心
に
」
大
阪
人
権
博
物
館
編
『
近
現
代
の
部
落
問
題
と
山
本
政
夫
』
解
放
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
を
参
照
。

（
8
）�『
大
阪
市
会
会
議
録
・
昭
和
六
年
』

（
9
）�

同
上

（
10
）�

救
護
法
は
周
知
の
通
り
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
三
月
の
第
五
六
回
帝
国
議
会
で
可
決
・
成
立
（
法
律
第
三
九
号
）
し
た
も
の
の
、
政
権
交
代
な

ど
の
影
響
に
よ
っ
て
民
政
党
政
権
下
の
三
二
（
昭
和
七
）
年
一
月
に
よ
う
や
く
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
第
一
条
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
を
「
貧
困

ノ
為
生
活
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
」
者
と
し
な
が
ら
も
、
具
体
的
に
は
「
六
十
五
歳
以
上
ノ
老
衰
者
」「
十
三
歳
以
下
ノ
幼
者
」「
妊
産
婦
」「
不
具
廃

疾
、
疾
病
、
傷
痍
其
ノ
他
精
神
又
ハ
身
体
ノ
障
碍
ニ
因
リ
労
務
ヲ
行
フ
ニ
故
障
ア
ル
者
」
と
限
定
し
た
た
め
、
一
般
的
な
失
業
者
は
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
法
の
制
定
に
尽
力
し
た
沼
田
嘉
一
郎
は
、
不
満
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
市
会
で
の
質
問
者
で
あ
る
沼
田
と
救
護
法
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
代
大
阪
の
部
落
と
寄
せ
場
―
都
市
の
周
縁
社
会
史
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
を
参
照
。

（
11
）�『
大
阪
市
会
会
議
録
・
昭
和
七
年
』

（
12
）�

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
七
月
一
三
日
の
本
会
議
で
の
「
大
阪
市
立
西
成
共
同
住
宅
使
用
条
例
設
定
ノ
件
」（
原
案
通
り
可
決
）
を
め
ぐ
る
東
議
員

（
内
容
：
今
宮
保
護
所
が
付
近
住
民
に
迷
惑
を
掛
け
て
い
る
の
で
廃
止
す
る
意
向
は
あ
る
か
否
か
）
へ
の
答
弁
『
大
阪
市
会
会
議
録
・
昭
和
九
年
』。

な
お
、
今
宮
保
護
所
に
つ
い
て
は
、
大
西
祥
惠
「
日
雇
労
働
者
を
対
象
と
し
た
戦
前
の
社
会
事
業
―
今
宮
保
護
所
を
事
例
と
し
て
」『
経
済
学
雑

誌
』
第
一
一
五
巻
第
三
号
、
二
〇
一
五
年
二
月
を
参
照
。



一
四

（
13
）�『
社
会
政
策
時
報
』
第
一
七
五
号
、
一
九
三
五
年
四
月

（
14
）�『
社
会
事
業
研
究
』
第
二
三
巻
第
六
号
、
一
九
三
五
年
六
月

（
15
）�『
社
会
事
業
』
第
一
九
巻
第
一
〇
号
、
一
九
三
六
年
一
月

（
16
）�『
社
会
学
』
第
四
号
、
一
九
三
六
年
一
二
月


